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                     聖籠町長  渡 邊 廣 吉 

聖籠町条例第２２号 

   聖籠町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 聖籠町国民健康保険条例（昭和３４年聖籠町条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第５条第１項中「３９万円」を「４０万４千円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第５条の規定に

よる出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 

 


